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ＩＰＭＡ 知財セミナー

知財経営モデル（ＳＩＲ）
～出願によらない知財防衛と活用～

知財ブランド協会（SIR） 代表

学術博士 玉井 誠一郎

協会HP  http://www.ipbrand.org

はじめに：世界観（経営観）を持つ
１．経営環境の変化と競争力の源泉
２．特許制度は機能しているか（特許の幻想と現実）
３．知財の種類と特徴（開示知財と守秘知財）
４．知財経営の要諦（知財安全の確保と利益への貢献）
５．新しい知財経営モデル（知財ブランドモデル：ＳＩＲ）
６．まとめ（知財経営の要諦は、守秘知財にあり）

２０１３年１０月２４日

http://www.e-timing.ne.jp/tsa/index_product_info.html


IPI 2013 © S.Tamai

世界観 （経営観）

世界の調和ある繁栄

共存共栄
（大和心、私益と公益のバランス）

天は自ら助くるものを助すく

自助精神



IPI 2013 © S.Tamai

世界観から見た知財の考え方

公正競争＞ ＞排他独占
不正競争の防止こそ産業振興の第１原理。
排他独占の特許制度が産業振興に貢献した事実はなく、
むしろ阻害する制度であって、知財村のための制度。
（学術論文：反知的独占～特許と著作権の経済学などから引用）

新しい知財制度・モデルの必要性

『知財は最重要の基本的財産権』

知財と商品の乖離が経営に貢献しない知財を生む。
商品あっての知財であり、知財なくして利益なし。
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特許制度の何が問題か？
それが市場にもたらす「排他独占的」効果を批判しており、 「独占的仕組みを用いなく
とも創作者が利益を得ること（私益）は十分可能であり、社会的な利益(公益）も大幅に

増大する」ことを事実に基づいて論理的に展開し、現在の特許制度や著作権制度を、

より排他独占的でない仕組みに変更すべきと主張している。

・中小企業の特許出願メリットは、無い。 （唯一、大企業に買収される場合を除き）
・特許制度によって，イノベーション（産業振興）が促進された事実は確認できない。
・曖昧な審査制度にも問題がある。 →特許品質が劣悪、権利行使できない。
・ビジネス自由度確保のための大量出願や特許買取りによる防衛策は、 特許制度の

目的である産業の進展を著しく阻害する。（日本企業の特許戦略は制度理念に逆行）
・この特許戦争で一番利益を得るのは、法律や制度の関係者（知財村の住人）である。
彼らは、まるで武器商人のようである。

・特許は、技術の「アイデア」だけを保護する。しかし、特許明細書を読んだり、製品を分
解したり、その抽象的な水準でのアイデアのコピーだけでは、実施(商品化)できない。

→商品化にはノウハウやプロセス情報が必須、これら守秘知財の重要性を示唆！

私益・公益の止揚からすれば、特許制度より不正競争防止制度！

反知的独占ー特許と著作権の経済学 の骨子
(出典：ミケーレ・ボルドリン＆デヴィッド・Ｋ・レヴァイン著, ＮＴＴ出版, 2010)
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オープン・イノベーション
（新しい分業の時代）

親会社

子会社

下請け会社

曼荼羅
（Ｗｅｂ）
組織

垂直統合モデル（自前主義） 補完協業モデル（共存共栄）

個の強みが問われる
研究開発 製造 販売サービス

自前で行うリニアモデル

競争環境の変化
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ソロ・ブランド
(Solo Brand)

社会に貢献する個の強み

（ソロ・ブランド）の確立

知識労働者（ナレッジワーカ）は、自律的に経営活動を行う

自己経営者＝自主責任経営者
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無形資産価値の大幅上昇

金銭

企業価値

有形資産 無形資産

・経験、
ノウハウ

・教育水準
・従業員ロイ
ヤリテイ

物 人的資産 組織資産 外部資産

・知財（特許他）
・組織マネジメント
・業務プロセス
・企業文化、理念

・顧客ロイヤリテイ
・パートナーとの
結合度

・ブランド

Intelligence （知力、知識、情報、諜報）

＝

５０

０

無形
資産

有形
資産

１９７５年

無形
資産

有形
資産

２００５年

１７％

８０％

１００

比率％

人的資産
組織資産
外部資産

資産
（流動資産

+
固定資産）

知的
資本

負債

資本

有形
資産

無形
資産

（株価プレミアム：オフバランス資産)

株式
時価
総額

(出典：Ned Davis Reseach Inc.etc)
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知財は利益のドライバー （利益を生み出す原動力）

利益

売上

ニセモノからの防衛として

知財（IP）＝利益のドライバー

無形資産

無形資産

知財（IP）

無形資産も
知財もない
商品

無形資産はあるが
知財はない商品

・
・

業務プロセス

ノウハウ、経験商品の差別価値の
提供手段として
無形資産＝

売上げのドライバー

やる気、忠誠心

技術情報、設計書

知財を有
する商品

(IP:Intellectual Property)
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１．知的財産の創造の推進
２．知的財産の保護の強化
３．知的財産の活用の促進
４．人的基盤の充実

知的財産戦略大綱 2002.7.3 知的財産基本法 2002.11.27.

○知的創造サイクル（創造、保護、活用）
の活性化という国家理念（基本理念）
の確立

○知的創造サイクル（創造、保護、活用）
の活性化という国家理念（基本理念）
の確立

知的財産戦略本部 2003.3.1.
本部長：小泉内閣総理大臣

特許法等改正
2003.5.16.

・特許関連の料金体系の直

不正競争防止法改正
2003.5.16.

・営業秘密の保護強化 等

他
省
の
知
財
関
連
法
案

関税定率法改正（財務省）2003.3.28.
・輸入差止申立制度を特許権、意匠権等
まで拡充

民事訴訟法改正（法務省）2003.7.9.
・特許訴訟を東京（地裁・高裁）及び大阪
（地裁）に集約化

種苗法改正（農水省）2003.6.10.
・育成者権の保護の強化（種苗段階だけか
ら収穫段階まで保護対象を拡大）

著作権法改正（文科省）2003.6.12.
・映像コンテンツの保護強化、教育用コン
テンツの無許諾利用の拡大等

全体２７０項目、うち経済産業省関連１６１項目全体２７０項目、うち経済産業省関連１６１項目 ((特許庁９０項目特許庁９０項目))

１．創造分野（産学官連携、大学特許の拡大等）
・職務発明規定の改正

２．保護分野(特許審査迅速化,知財高裁創設,模倣品対策等)
・任期付特許審査官の採用
・特許審査迅速化法案（仮称）を通常国会に提出

３．活用分野（知的財産の活用・流通の拡大）
・中小企業における知的財産の活用

４．コンテンツビジネスの飛躍的拡大
５．人材の育成と国民意識の向上

知的財産の創造、保護及び活用に関する

推進計画 2003.7.8.

（出典：特許庁 H16 トップ懇資料）

知財立国に向けての国家的取り組み（知財立国構想）
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知財政策の問題点（知財幻想）

知財政策(出願による保護）

・特許出願によって排他独占的利益を得る。
・特許制度は、産業振興に貢献する。

現実（事実）

・特許が利益に貢献していない。儲けるのは出願系の専門家（知財村）。

・知財品質が劣悪で権利行使できない。多くが無効になる事実。
・排他独占権は、産業振興を阻害している事実（反知的独占という学術書）。
・ニセモノ対策や人を通じての技術情報流失を防止できていない事実。
・特許は出願リスクがある。権利化費用や権利行使費用(裁判等）が必要。

・出願から1・5年で全世界に公開

・無効にされるリスク（無効審判請求により半数が無効）
・出願から20年で権利満了

特許制度は、産業振興に貢献しているか？？

日本：約100万円、海外：数百万円以上～

あくまで仮説！
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知的財産権（知財）の種類と特徴
知的財産権

知的創造物についての権利

特許権（特許法） ○出願から２０年

実用新案権（実用新案法） ○出願から１０年

意匠権（意匠法） デザイン ○登録から１５年

回路配置利用権
（半導体集積回路の回路配置に関する法律）

育成者権（種苗法）

著作権（著作権法）

営業秘密（不正競争防止法）

営業標識についての権利

商標権（商標法） ブランド

商号（商法）

商品表示、形態等（不正競争防止法）

○登録から１０年

○登録から２０年

○死後５０年

○ノウハウや
顧客リスト保護

○登録から１０年
（継続あり）

○商品表示・形状などのコピー禁止

○登録商号の保護

出願・登録により
強い排他権

守秘管理することで
情報を保護防衛

産業財産権：特許庁所管
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知財には2種類ある （知財の氷山モデル）

・守秘知財が軽視され、この知財保護が機能していない
・『開示知財 + 守秘知財』のトータルでマネジメントすべき

知財の氷山

守秘知財

開示知財

出願公開登録によって排他独占する
特許、実用新案、商標、意匠
・特許法、商標法等

出願せずに秘密情報として保護管理
技術情報（ノウハウ、製造プロセス等）
営業情報（顧客情報、ビジネスプロセス）

・先使用権（特許法第７９条）の適用
・不正競争防止法の適用

人的資本
未来知財を生み出す知力・能力
・資格、称号、論文、専門知識など

先行技術・知財の調査対策（知財安全）
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普及知財（基本特許等）

差別化知財（守秘知財）

守秘知財は、品質・コスト等の商品競争力に大きく関与

ノウハウ

プロセス
プロセス

ノウハウ

プロセス

ノウハウ

プロセス

ノウハウ

開示
知財

ノウハウ
ノウハウ

開示
知財

守秘知財

試作品レベル 商品レベル

商品１ 商品２ 商品３ 商品４

産業普及のためには、
無料もしくは低料率で公開すべき

真の競争力の源泉

ノウハウなどの守秘知財
のないものは商品ではなく
自ずから市場淘汰される

私益と公益のバランス
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開示知財と守秘知財の比較

開 示 知 財 (特許の場合） 守 秘 知 財 (ノウハウ等）

特 徴
強い排他権による攻撃的独占
（実体商品に関係なく権利のみの行使可）

知財の専守防衛による知財保護・共存
（実体商品に即した保護）

法 律（準拠法） 特許法
不正競争防止法
特許法第７９条(先使用権）

権利行使力 差止め＋損害賠償 差止め＋損害賠償＋情報漏洩罪

保護期間 出願から２０年 制限無し

出願及び登録・維持コスト 大 (数十万円～） 小 (千円～＋守秘管理費用）

対策コスト
権利行使費用の確保(調査・裁判費用、
社内対応費用等）

同左 （但し、商品化情報が守秘されるた
め、市場による商品淘汰が進む）

リスク１ ・無効化リスク ・特にリスクなし (先使用権の活用対策）

リスク２
・出願後１．５年で全世界に公開される
・未出願国では、保護されない

・公然開示していないため特許出願可
・秘密情報管理の周知徹底

総合評価 △ ◎

守秘知財が極めて重要！ → ドイツ企業の強さの秘密
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上位概念

下位概念

特許の主従関係（上位概念と下位概念）を理解する（技術体系と相関）

特許１の上に特許２を取れるが、特許２は特許１を踏む（侵害している）

特許の本質（１）：特許は排他権であって実施権ではない

商
品
Ａ

商
品
Ｃ

商
品
Ｂ

特許１

（表示手段付き時計）

特許２

（デジタルで時刻を表示）

特許３

（時計の針を表示）

特許４
（コロンを点滅）
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明確でない
国内の

特許明細書

・特許庁の
審査がはかどらない

・権利化に時間がかかる ・先行技術の
調査に手間取る

・理解できないから
レファレンスを
手抜きする

・売れない
（ライセンス
できない）

＊商品になって
いない

・技術戦略を誤る
・研究が重複する

・若手技術者、学生の
技術教育に役立たない
・技術離れを促進する

基本中の基本は、文書（ドキュメント）の品質にある。
理解できない文書は、ビジネスの世界では紙くず。

裁判に負ける
（権利書のバグ）

特許の本質（２）：言葉の戦争（解釈問題）
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特許等における言語表現の限界を認識する
～裁判で勝てる証拠を確保する～

○解釈問題

・多数の辞書や専門家の意見の存在 （明細書で言葉を明確に定義しているか？）

・設計と出来上がりの相違 （半導体の事例、実製品でクレームすること）

矩形状 Ｕ形状 Ｕ

・言葉だけで正確に表現できるか？ → 補完手段として、図表、写真などの活用

・赤色とピンクの境目はどこにあるのか？ → 技術の外縁（科学的数値表現など）

○実施可能要件 （当業者が再現できる程に開示する：特許法３６条４項の担保）

・発明者本人が書いて技術者が理解できる文書にする（特許法３６条６項の担保）

知財品質（ＩＳＯ）活動として、技術文書の作成・管理の基準策定と運営
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知財化（開発成果やノウハウを知財にする）とは

知財化＝文書（ドキュメント）＊タイムスタンプ＊情報管理

開発者が文明日本語と図表写真等を用いて

・再現できるように書く（科学・工学の基本）

・一義的な解釈ができるように書く

研究開発 技術報告書

開示知財

（特許発明）

守秘知財
（先使用発明）

発明
抽出

裁判証拠にできるように管理

・先使用権の確保（写真も含め）
・技術情報漏えいの防止
（不正競争防止法の適用）
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知財経営の要諦

○知財安全対策（知財予防安全対策その１）

・他社特許など先行知財を侵害していないかどうかの調査・対策の徹底
・取引売買契約書に知財保証条項を設けて知財リスクを回避

○知財防衛対策（知財予防安全対策その２）
・開発成果の知財化と情報管理の徹底（不正競争防止法、先使用権制度の適用）

人による知財流出の防止、知財搾取からの防衛、先使用権の担保
・出願する知財は、侵害発見が容易で且つ裁判費用を担保したものに限定

○知財による利益、ブランド・誇りの創出
・知財による利益、商品ブランド、企業ブランドの創出
・開発技術者の誇りの創出

○知財投資効率（ROI）の向上

・守秘知財によるコストパーフォースの大幅向上（出願によらない知財経営）
・開発技術者自身による文書作成などによる知財品質の大幅向上

知財経営とは、知財安全・防衛と利益への貢献
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新しい知財モデル（SIR）の提唱

発明やノウハウを出願することなく守秘知財化し、

商品価値を形成する知財に知財コード（IPコード）

を付与して知財使用商品としてブランドをPRする

知財防衛と共存を図る国民知財モデル。

（個人・中小企業・地域の生存発展と国民の知財意識の向上）

知財革命（知財制度の創造的止揚）
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知財ブランドモデル（SIR:知財による利益＆ブランド形成）

商品価値を形成する知財を開示

軽量材料： IPコードＹＹＹ
→ 守秘知財ｙｙｙｙｙ

？

商品に使用している知財が不明なため

１２時間駆動：IPコードＸＸＸ
→ 日本特許ｘｘｘｘｘ

？ 知財コード（IPコード）；
商品価値を担保する知財に付与

→知財が利益に結びついていない

→ニセモノ対策・技術流失の防止・
国民の知財意識の向上が困難

→知財立国の理念である知的創造
サイクルが回らない

ノウハウなどの守秘知財も
その使用を ＩＰコード及び
発明の名称で開示

知財情報と商品が乖離（別管理） 知財情報と商品の一体運用
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商品を基軸とする知財ブランドモデルの概念

・知財ブランド：卓越した顧客価値を創出できる知財商品と知財安全性
・商品の知財情報を媒体とする企業と顧客の動的 なロイヤリテイ形成

顧客
・便益評価

企業
・知財商品
・社員の質

商品ＰＲ／メッセージ 商品の魅力

利益 購買行動

知財ブランド形成
知財を媒体とする商品
の高質化・淘汰サイクル

・オーナシップ
・ロイヤリテイ

・信頼、誇り

・高質な知財創出＆
活用マネジメント

・ロイヤリテイの蓄積
・知財に敏感な国民
・商品選択基準
・投資判断

知財フィードバック

価値評価手段の形成

知財情報開示
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知財情報提供システムの構築例

市場の消費者
流通業者等

知財情報DB
(IPDL)

商品コードＤＢ
(JANDB)

会員（メーカなど）
特許庁

流通システム
開発センター

知財登録DB
（SIRDB）

IPコードの付与登録

知財侵害検証
サービス企業

IPコード 書誌情報 概要、特徴 リンク情報

日本特許第6689031号
「省電力回路」、権利者

ECOマネジメント機能

により５０％省電力化
http://www.jpo.go.jpP123457003

商品コード アイテム情報 商品属性と使用知財 リンク情報

4912345678904
ノートＰＣ、AB-123
○○電器製、

長時間駆動１２時間
（IPコード：P123457003)

http://www.abc.co.jp

知財・商品ＤＢ

知財ブランド協会（ＳＩＲ）

商品コードとＩＰコードのリンク
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発明を知財化して保護する

守秘知財
（先使用発明）

知財化＝文書化（ドキュメント）＊タイムスタンプ＊情報管理

人的資本（知力、経営意識）

開示知財

（特許発明）

知財の氷山モデル

知財安全確認

知財（技術成果）名称：

発明者（開発者）名：
資料番号（ＩＰコード）：

タイム
スタンプ

・再現性（実施可能要件）を確保した技術文書の作成
・文明の日本語で論理的に明快に記述
・技術成果報告書と特許明細書は同じ構成
・作成日の確定と改ざん防止のためのタイムスタンプ
・情報の区別：守秘情報であることの標記など

技術報告書 知財
抽出

商品価値を形成する発明など

研究開発

開発した技術者自身が文書を作成

これらの知財
をSIRに登録

守秘情報
Confidential
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知財登録の意義・目的（知財を識別する知財コード（IPコード）の役割 ）

①知財流出の防止：ノウハウなどの知財化
（不正競争防止法の適用強化）

②先使用権の担保（先使用権制度の適用強化）
③発明者の誇り・企業の技術シンボルの役割
④特許出願制度を補完

⑤知財使用商品PRによる利益＆ブランド形成

⑥商品を通じた知財意識の向上
⑦市場の目・監視によるニセモノ対策

⑧市場による知財フィードバックを受けるため
管理知財から経営知財への革新が図れる

（事業・開発・知財戦略の三位一体運営）

○出願によらない知財防衛

○利益＆ブランドの形成

○国民の知財意識の向上

○知財立国への貢献

知的財産基本法に基づく国民経済の健全な発展
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知財登録の種類と内容

対象 開示方法 狙い・目的

企業 知財（使用）商品 商品価値に ・ニセモノ対策

（商品知財） 関連付け ・利益確保
（守秘知財は ・ブランド形成
題名のみ開示） ・情報流出防止

大学＆ 論文に関連する 論文に ・技術移転
研究機関 ノウハウや 関連付け ・産学連携

（アカデミック知財） 未発表情報 （題名のみ開示）

個人＆ 商品や論文など 商品や論文に ・人材流通
個人事業主 （称号、資格、 関連付け ・上記企業と同じ

（パーソナル知財） 技能、知識、経験）
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知財立国の理念である知的創造サイクルの好循環化

知財化戦略
（守秘知財重視）

投資戦略

活用戦略

ＳＩＲとの統合運用

創造

研究開発部門

保護

ＳＩＲ＋知財部門

活用

事業部門

Ｓ
Ｉ

守秘知財を中心とする

知財品質（ＩＳＯ）活動
・知財化指導
・ＳＩＲへの登録
・秘密情報管理
・活用戦略策定

知財情報と商品の
一体運用による
・ニセモノ対策
・利益確保
・ブランド形成

・知財安全の確保(調査と対策）

・技術者による文書作成

＊ＳＩＲ＝知財ブランド協会（知財登録協会）
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知財ブランド協会（SIR：The Society of Intelligence Registration）の組織と事業

総会

理事会

企画運営会議

監事 名誉理事

Vision & Mission
・知財登録による
知財保護とブランド創造

・国民知財運動を先導

知財価値評価事業
（ランク付け）

知財人材育成事業
（知財教育・称号付与）

先端識別技術研究
グローバル展開研究
新ビジネスモデル研究

知財保護事業
（ニセモノ対策等）

知財コード事業
（IPコード登録）

知財・商品
（企業）

知財・論文
（大学等）

知財・知力
（個人等）

知財流通事業
（知財活用・人材流通）

知財経営支援事業
（知財ＩＳＯ・コンサルタント）

事務局

アドバイザリーボード

関連協力団体（予定）：
経済産業省、阪大、JIPDEC、JETRO、
（一社）知財経営推進企業協会(IPMA)、
（財)流通システム開発センター等

会員＆パートナー（協賛者）

入会＆パートナー契約

（将来 財団法人化を目指す）
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まとめ

１．知財は、最重要の基本的財産権である。
知財活動は、利益への貢献で評価すべきである。

２．産業振興の基本は、不正競争を排することである。
特許などの強い排他権は、産業振興を阻害している。

３．知財は、開示知財と守秘知財のトータルでマネジメントすべきである。
守秘知財は、開示知財と比べて大きなメリットがあることを理解する。

知財経営の要諦は、守秘知財にあり！
４．知財化の第一歩は、開発者自身が技術成果を明快な文書にすることである。

知財化とは、文書化＊タイムスタンプ＊情報管理のことを言う。

５．知財が本来の役目を果たせない根本原因は、知財と商品の乖離にある。
この問題を解決する新しいモデルとして、知財ブランドモデルを提唱した。

６．このモデルを推進する知財ブランド協会（知財登録協会＝ＳＩＲ）を設立した。
ＳＩＲは、ニセモノ対策、利益確保、ブランド形成、開発者の誇りの証し、技術流失
防止、先使用権の担保、不正競争防止法の適用支援、国民の知財意識の向上
並びに特許制度を補完する役割を持ち、真の知財立国に貢献する使命をもつ。

ＳＩＲは、中小企業や大学知財にも革命をもたらす！
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○参考書の紹介
・知識経済社会を生き抜くための知財に関する
体系的且つ実践的な教養書&教科書です。

是非ご自分への投資としてご一読ください。

参考図書＆連絡先

○協会ＨＰのお知らせ欄に、最近の新聞・放送機関で報道された有用情報があります。

http://www.ipbrand.org

○知財相談や入会などに関するお問い合わせは下記メールで受け付けています。

ipbrand@gmail.com

好評発売中！ (社)日本図書館協会 選定図書
日本知的財産協会(JIPA) 推薦図書

『知財インテリジェンス』

大阪大学出版会、320ページ、税込 2,100円
電子書籍は、 http://www.shinanobook.com/ 税込 1,000円
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不正競争防止法を理解する

商取引において、自分の商売と類似の商法や、紛らわしい商法を用いて、
顧客を横取りしようという不正商法を禁止する法律

不正競争防止法（民法上の不法行為（民法709条） の強化版）

・登録することなく、日々の市場での取引の中で発生する
個別具体的な不正競業行為を、その都度排除していく仕組

・特許などの産業財産権者に対しても権利侵害主張できる
・期間の制約限定なし
・刑事罰、差し止め、損害賠償を認める

産業財産権法（特許・新案・意匠・商標法）

・登録により、一定期間、排他的効力により独占できる
・差し止め、損害賠償を認める

所管官庁：経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
（参考URL;http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/2012hontai.pdf）

ＶＳ 商品の有無に関係
ない権利行使

（権利法）

商品と一体化
した権利行使
（行為法）
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不正競争防止法2条1項の下記の行為

・商品等の主体混同行為（1号）
・著名表示不正使用等の行為（2号）
・商品形態をデッドコピーした商品を流通に置く行為（3号）
・営業秘密の不正利用行為（4号～9号）
・技術的制限手段迂回装置を流通に置く行為（10号～11号）
・ドメイン名の不正取得等の行為（12号）
・商品等の原産地・品質等誤認行為（13号）
・他人の営業上の信用毀損行為（14号）
・代理人等による商標の無断使用行為（15号）

○営業秘密は、技術情報を含み、秘密情報管理が必須
○権利行使のためには、裁判に勝てる明確な証拠が必要

不正競争防止法により禁止されている行為
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先使用権制度（特許法79条）を理解する（１）
（出典）特許庁総務部企画調査 平成２０年度知的財産権制度説明会（実務者向け）

先使用権とは、他者の特許出願時には、少なくとも、発明の実施である「事業の準備」、
もしくは、その「事業」をしていた者については、公平の観点から、先願者である他者の
特許権を無償で実施し、その「事業」を継続できる権利。（実用新案および意匠の同じ。）

・ウオーキングビーム最高裁判決＝「発明思想説」を採用
先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が実施又は準備をして
いた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更
した実施形式にも及ぶ。

・準備期間として５年を認めた判例あり。
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先使用権制度（特許法79条）を理解する（２）

（タイムスタンプの活用）

（出典）特許庁総務部企画調査 平成２０年度知的財産権制度説明会（実務者向け）
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先使用権制度（特許法79条）を理解する（３）
（出典）特許庁総務部企画調査 平成２０年度知的財産権制度説明会（実務者向け）
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先使用権制度は、主要国にあるが、運用条件に注意

米国は、2011年の法改正により、全特許（従来はビジネスモデルのみ）に適用になった。
但し、出願日より1年前に実施していることが条件になる（事業の準備は認められない）。
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